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広 報 ほ う き

この場所には、何も記載しないでください。

）意注ご（ 
 ・この用紙は、機械で処理します
ので、金額を記入する際は、枠内
にはっきりと記入してください。
また、本票を汚したり、折り曲げ
たりしないでください。
 ・この用紙は、ゆうちょ銀行又は
郵便局の払込機能付きATMでもご
利用いただけます。
 ・この払込書を、ゆうちょ銀行又
は郵便局の渉外員にお預けになる
ときは、引換えに預り証を必ずお
受け取りください。
 ・ご依頼人様からご提出いただき
ました払込書に記載されたおとこ
ろ、おなまえ等は、加入者様に通
知されます。
 ・この受領証は、払込みの証拠と
なるものですから大切に保管して
ください。
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　「ふるさと納税」とは、“ふるさと”（自分が応援・貢献したいと思う都道府県・市町村）への寄附金のことで、個人
が２,000円を超える寄附を行ったときに、住民税と所得税から一定の控除を受けることができる制度です。
　寄附先の“ふるさと”に定義はなく、出身地やゆかりのあるまちなど自由に選ぶことができます。

「ふるさと納税」ってなに？

①郵便局から
下の「払込取扱票」に必要事項をご記入のうえ、最寄の郵便局
で払込みください。
※払込手数料不要

②その他の金融機関（銀行等）から
専用の振込み用紙をお送りしますので、伯耆町役場へご連絡
ください。
※町のホームページからもお申込みいただけます。

寄附をするにはどうしたらいいの?

総務課　ふるさと納税担当　☎ 0859－68－3111
伯耆町ホームページ　http://www.houki-town.jp/

　地方自治体に対する寄附金のうち、２,000円
を超える部分について、個人住民税所得割の
概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額
が控除されます。

※控除の上限額は所得状況により異なります。
※寄附された年の所得税および翌年度の住民税
から控除されます。
※控除を受けるには、確定申告が必要です。
（確定申告用の証明書をお送りします。）

控除される税額は？

寄附金控除額（税の軽減額）
所得税と住民税額から限度額まで控除

適用下限額
2,000円

寄　附　金

ふるさと納税を活用した取組
お寄せいただいた寄附金は、伯耆町のまちづくりに活用させていただいています。

チャイルドシート貸出事業 消防団活動健康ポイント制度

広告入り封筒寄附募集中！広告入り封筒寄附募集中！

企業及び事業者が作成した、基準を満たした広告を掲載した封筒を、町に無償提供(寄附)
していただきます。寄附いただいた封筒は、平成２５年に町が公文書などの発送に使用します。 寄附募集の概要 1

広告入り封筒　３種類　１７口（１口5,000枚）　　
応募締切２月１５日（金）募集の内容2

封筒には、仕様や広告基準などの条件がありますので、町の審査、打ち合わせ後に作成
してください。 注意事項3
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このマークが
ついているものが
対象です。

ごみの分別収集にご協力ください

（折り込みチラシを含む）
新　聞

中を空にして、つぶして
ください。

ダンボール

（雑誌、カタログ、冊子、
 書籍、紙袋、紙製包装紙）

雑誌類

（500ml 以上のものに限ります。）
中を水で洗って、切り開いてください。

牛乳パック

　新聞、雑誌類、ダンボール、牛乳パックなどの古紙は、種類によっ
て何に再生されるか異なります。
　それぞれを分別して、まとめてひもで十文字にしばってください。
　ごみ収集カレンダーで決められた日の午前８時までに、指定の場
所へ出してください。

古紙類の出しかた

【問い合わせ先】
地域整備課　環境整備室
☎68-5539

家庭は、
子どもの人間形成の基盤
毎月第３日曜日は家庭の日です。家族団らんや

家族そろっての行事等で、体験を通して子ども

たちを心豊かにたくましく育てましょう。

青少年育成伯耆町民会議　伯耆町教育委員会




